
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題

　
あ
な
た
や
、
あ
な
た
の
周
り

で
人
権
侵
害
を
感
じ
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
現
在
、
取
り

組
み
が
必
要
な
人
権
課
題
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

い
じ
め
や
体
罰
、暴
行
や
虐
待
、

差
別
、
名
誉
棄
損
や
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
侵
害
の
他
、
新
た
な
問

題
と
し
て
職
場
で
の
さ
ま
ざ
ま

な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ

（
※
）な
ど
の
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
へ
の
偏
見
や
差
別
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
や
災
害
避
難
の
際

の
人
権
侵
害
な
ど
で
す
。

ご
存
じ
で
す
か

人
権
擁
護
委
員

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
市
町
村

長
の
推
薦
を
受
け
、
法
務
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
民
間
の
人
た

ち
で
す
。

　
現
在
、
全
国
に
約
１
万
４
０

０
０
人
の
人
権
擁
護
委
員
が
お

り
、
本
市
で
は
25
人
が
、
日
常

に
埋
も
れ
て
い
る
人
権
問
題
を

す
く
い
上
げ
、
問
題
解
決
へ
の

お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
小
学
校
を
対
象
に
、
次
の

よ
う
な
人
権
啓
発
活
動
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。

■
人
権
講
話　
子
ど
も
た
ち
に

人
権
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考

え
方
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め

に
、
道
徳
な
ど
の
時
間
に
講
話

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
人
権
の
花
運
動　
子
ど
も
た

ち
が
協
力
し
て
花
を
栽
培
す
る

こ
と
で
、
協
力
す
る
こ
と
の
大

切
さ
や
生
き
物
に
対
す
る
思
い

や
り
の
心
を
育
み
、
人
権
に
対

す
る
理
解
力
を
よ
り
豊
か
に
す

る
た
め
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

ご
利
用
く
だ
さ
い

人
権
相
談
窓
口

　
人
権
問
題
に
つ
い
て
お
悩
み

の
人
は
相
談
窓
口
（
右
の
表
参

照
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
相

談
は
無
料
で
す
。
ま
た
、
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

問
男
女
共
同
参
画
課（
632
）２
３

４
６

※Ｌ（レズビアン）＝女性同性愛者、Ｇ（ゲイ）＝男性同性愛者、Ｂ（バイセクシュアル）＝両性愛者、
Ｔ（トランスジェンダー）＝生まれた時の法的・社会的性別とは違う性別で生きる、または生きたいと望
む人。
◎人権週間パネル展を開催します　▽日時　12月 7～ 11 日▽会場　市役所 1階市民ホール▽内容　差
別など人権問題に関するパネル展示。問男女共同参画課☎（632）2346

一人で悩まないで

　人権問題と聞く
と、自分には関係な
いと感じる人が多い
のではないでしょう

か。しかし、実際は皆さんの身近で起き
ている問題がたくさんあります。
　例えば、学校や職場での人間関係に悩
んだり、ご近所とのトラブルで困ったり
など、周囲には打ち明けにくい悩み事は
数多くあります。
　私たちは、人権相談によって皆さんの
思いを聞き取り、必要に応じて専門機関
や弁護士への紹介をします。一人で悩ま
ずに、一緒に考えていきましょう。

人権相談窓口
相談名・会場 日　　時 電話番号 問い合わせ先
人権相談（特設、
来所）
総合コミュニティ
センター（明保
野町）

原則毎月第
2水曜日、午
前10時～正
午、午後 1
時～3時

人権擁護委員
協議会宇都宮
部会（男女共
同参画課内）
☎(632)2346

人権相談（常設、
来所または電
話）
宇都宮地方法務
局人権擁護課
（小幡 2丁目）

月～金曜日、
午前8時30
分～午後 5
時15分

☎ 0570(003)110
全国共通番号（ナ
ビダイヤル）

宇都宮地方法
務局人権擁護
課
☎(623)0925

女性の人権ホッ
トライン (電話 )

☎ 0570(070)810
全国共通番号（ナ
ビダイヤル）

高齢者・障がい
者の人権あんし
ん相談 (電話 )

☎ 0570(003)110
全国共通番号（ナ
ビダイヤル）

子ども人権 110
番 ( 電話 )

☎ 0120(007)110
全国共通番号 ( フ
リーダイヤル )

宇都宮人権擁護委員協議会
宇都宮部会
副部会長　大橋房子さん

12
月
４
～
10
日
は
人
権
週
間

　
人
権
は
、
人
が
人
ら
し
く
生
き
て
い
く
た
め
に
、
社
会
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た

権
利
で
あ
り
、
誰
も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
、
誰
か
ら
も
侵
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
基
本
的
な
権
利
で
す
。

　
人
権
週
間
に
当
た
り
、
人
権
が
大
切
に
さ
れ
る
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
人
権

問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
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